
 新旧⽐較表 
名称：まつど SDGs キャラバンメンバーシップ制度実施要綱 

新 旧 備考欄 
（目的） 

第 1 条 本要綱は SDGs の達成に向けた取組みを地域一体となって推進する

ため、SDGs の推進に取り組む企業（事業所）及び団体等を「まつど SDGs

キャラバンメンバーシップ制度登録者」（以下「登録者」という。）」として登録

することで、その取組みを広く周知し、市内における SDGs の取組みの裾野

を広げるとともに、市及び登録者等における産学官民連携及び協働を促進

し、SDGs の達成や地域課題の解決に向けた取組みの推進を図ることを目

的とする。 

 

（略） 

 

（登録要件） 

第３条 本制度の登録者は、次の各号のすべてに該当するものとする。 

（１）SDGｓの達成に向けた取組みを継続・拡大していく意欲があること。 

（２）SDGｓの達成に資する自らの取組みの紹介及び市の「まつどＳＤＧｓ 

note pro」公式アカウントを通じた情報提供に協力し、産学官民の

様々なステークホルダーと交流・連携を行う意欲があること。 

（３）法令等を遵守しており、かつ、過去に重大な法令等の違反がないこと。 

（４）申込者の役員等（事業を⾏う個⼈においてはその本⼈等）が松戸市暴

力団排除条例（平成 24 年松戸市条例第２号）第２条各号に規定する暴

力団、暴力団員、暴力団員等ではなく、暴力団員等と社会的に非難され

るべき関係を有していないこと。 

 

（申請） 

第４条 申込者は「まつど SDGs キャラバンメンバーシップ宣言申請書（第１号

（目的） 

第 1 条 本要綱は SDGs の達成に向けた取組みを地域一体となって推進する

ため、SDGs の推進に取り組む企業（事業所）及び団体等を「まつど SDGs

キャラバンメンバーシップ制度登録者」（以下「登録者」という。）」として登録

することで、その取組みを広く周知し、市内における SDGs の取組の裾野を

広げるとともに、市及び登録者等における産学官民連携及び協働を促進し、

SDGs の達成や地域課題の解決に向けた取組みの推進を図ることを目的と

する。 

 

（略） 

 

（応募要件） 

第３条 本制度の登録者は、次の各号のすべてに該当するものとする。 

（１）SDGｓの達成に向けた取組みを継続・拡大していく意欲があること。 

（２）SDGｓの達成に資する自らの取組みの紹介及び市の「まつどＳＤＧｓ 

note pro」公式アカウントを通じた情報提供に協力し、産学官民の

様々なステークホルダーと交流・連携を行う意欲があること。 

（３）法令等を遵守しており、かつ、過去に重大な法令等の違反がないこと。 

（４）申込者の役員等が松戸市暴力団排除条例（平成 24 年松戸市条例第２

号）第２条各号に規定する暴力団、暴力団員、暴力団員等ではなく、暴力

団員等と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。 

 

 

（申請） 

第４条 申込者はまつど SDGs キャラバンメンバーシップ宣言申請書（第１号様

 

 

 

 

（変更） 

 

 

 

 

（略） 

 

（変更） 

 

 

 

 

 

 

（追加） 

 

 

 

 

 

 



様式）」、「登録要件の確認と同意（第１号様式（別紙））」、及び「まつど SDGs

キャラバンメンバーシップ宣言書（第２号様式）」に必要事項を記入の上、市

長に提出するものとする。ただし、（削除）ちば SDGｓパートナー登録制度（以

下「ちば登録制度」という。）における登録企業等である申込者については、

ちば登録制度申請時に千葉県知事に提出した「SDGｓ達成に向けた宣言書」

の写しをもって、第２号様式に代えることができるものとするものとする。 

 

 

 

（登録） 

第５条 市長は、前条の申請が第３条の登録要件を満たすものと認めるとき

は、当該申請をした申込者を認定し、登録証を交付する。 

2 市長は、前条の申請が登録要件を満たさない場合、申込者に対しその理

由の提示とともに申請の取下げを要請するものとし、指定した期日までに申

込者が取下げの意思を表明しなかった場合、申請は却下するものとする。 

 

（登録の有効期間及び更新） 

第６条 前条の登録の有効期間は、認定日が属する年度の翌年度末日までと

する。 

 

２ 登録者が登録の更新を受けようとする場合は、当該有効期間の満了日（以

下、「満了日」という。）の１０営業日前までに第４条に規定する書類を市に提

出し、更新申請を行うものとする。ただし、更新前と変更がない場合は第２号

様式を省略することができる。 

３ 登録者が登録の更新を受けようとする場合に、前項に定める手続きが行わ

れなかったときは、従前の登録は、満了日をもって効力を失う。ただし、登録

の更新を受けようとする場合において、市長がやむを得ない事由があると認

める場合においては、満了日の翌月末まで更新申請ができるものとする。な

お、更新申請が第３条の登録要件を満たすものと認めるときは、第５条の登

式）及びまつど SDGs キャラバンメンバーシップ宣言書（第２号様式）に必要

事項を記入の上、市長に提出するものとする。ただし、（削除）まつど脱炭素

社会推進事業所登録制度における登録事業者である申込者については、第

２号様式の提出を省略することができるものとする。また、ちば SDGｓパート

ナー登録制度（以下「ちば登録制度」という。）における登録企業等である申

込者については、ちば登録制度申請時に千葉県知事に提出した「SDGｓ達成

に向けた宣言書」の写しをもって、第２号様式に代えることができるものとす

るものとする。 

 

（登録） 

第５条 市長は、前条の申請が第３条の応募要件を満たすものと認めるとき

は、当該申請をした申込者を認定し、登録証を交付する。 

 （新設） 

 

 

 

（登録の有効期間及び更新） 

第６条 登録の有効期間は、新規認定の場合は認定日から１年を経過した日以

後最初に到来する年度の末日までとし、更新の場合は認定日から２年間とす

る。 

２ 登録の更新を受けようとする登録者は、当該有効期間の満了前までに第４

条に規定する書類を市に提出するものとする。ただし、更新前と変更がない

場合は第２号様式を省略することができる。 

 

（新設） 

 

 

 

 

（追加） 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

（変更） 

 

 

（変更） 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 



録に順ずる。 

４ 更新申請に基づき登録が更新されたときは、その登録の有効期限は従前

の満了日の翌日から起算して２年間とする。 

 

 （市の役割） 

第７条 市長は、第５条の登録を行ったときは、登録者名、宣⾔内容、登録者
のホームページ URL（原則、特定の商品・サービス等の宣伝のみを⽬的
としたものを除く）等を市ホームページ等において公表するとともに、登録

者に対し、別記に定めるまつど SDGs ロゴマーク（以下「ロゴマーク」とい

う。）の使用を認めるものとする。 

２ （略） 

 

（登録者の協力） 

第８条 （略） 

２ 登録者は様々なステークホルダーと連携を図り、SDGs の達成や地域課

題の解決に向けて取り組むとともに、登録の更新を受けようとする際には、宣

言及び取組み内容の見直しに努めるものとする。 

 

（登録内容の変更） 

第９条 登録者は、市長に提出した第１号様式及び第２号様式の主たる内容に

変更が生じるときは、速やかにまつど SDGs キャラバンメンバーシップ宣言

内容変更申請書（第３号様式）及び必要な書類を市長へ提出し、常に最新情

報になるよう努めるものとする。 

 ２ 登録者は、変更申請の内容が登録企業・団体等の名称の変更に伴うもの

である場合、第５条に規定する登録証を返還するものとする。 

 ３ 市長は、前項による登録証の返還を受け、第１項の変更申請が適正と認め

るときは、登録証を再交付するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 （市の役割） 

第７条 市長は、第５条の登録を行ったときは、登録者の企業・団体名等を市

ホームページ等において公表するとともに、登録者に対し、別記に定めるまつ

どSDGsロゴマーク（以下「ロゴマーク」という。）の使用を認めるものとする。 

 

 

２ （略） 

 

（登録者の協力） 

第８条 （略） 

２ 登録者は様々なステークホルダーと連携を図り、SDGs の達成や地域課

題の解決に向けて取り組むとともに、登録の更新を受けようとする際には、取

組み内容の見直しに努めるものとする。 

 

（登録内容の変更） 

第９条 登録者は、市長に提出した第１号様式及び第２号様式の主たる内容に

変更が生じるときは、速やかにまつど SDGs キャラバンメンバーシップ宣言

内容変更申請書（第３号様式）を市長へ提出し、常に最新情報になるよう努

めるものとする。 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（変更） 

 

 

 

 

（略） 

 

 

（略） 

 

（追加） 

 

 

 

 

 

（追加） 

 

（新設） 

 

 

 

 

 



（略） 

附 則 

本要綱は、令和５年８月１日から施行する。 

本要綱は、令和７年１月〇日から施行する。 

 
別記 

（略） 

（略） 

附 則 

本要綱は、令和５年８月１日から施行する。 

 
 
別記 

（略） 

（略） 

 

 

（追加） 

 

 

（略） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



（第１号様式） 

 
 

（第１号様式） 

 
 

（変更） 
 



（第１号様式（別紙）） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（新設） 
 

 



（第２号様式） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（第２号様式） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（変更） 
 



（第３号様式） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（第３号様式） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

（変更） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



（第４号様式） 

 

（第４号様式） 
 

（変更） 

 


